
 第２号議案  

いしかわ百万石文化祭２０２３実行委員会会則（案） 

１ 概 要 

① 目的 ※会則２条 

   いしかわ百万石文化祭２０２３（第３８回国民文化祭、第２３回全国障

害者芸術・文化祭）の開催準備、運営、実施等に必要な事業を行うこと 
 

② 組織（構成）※会則４条、５条 

   会    長：県知事 

   文化芸術顧問：一般財団法人石川県芸術文化協会長 

   副  会  長：県副知事、県議会議長、県市長会長、県町長会長、 

          社会福祉法人石川県社会福祉協議会理事長 

   委員、監事：関係機関及び団体の役職員、学識経験を有する者 など 
 
   ※役員及び委員名簿は、別添資料のとおり 

   

③ 会議（推進体制図）※会則７条、８条、９条、１０条、１２条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

総会 企画会議 
＜審議事項＞ 
 ・会則の制定、改廃 
 ・基本構想、実施計画 
 ・予算、決算 
 ・その他重要事項 

＜審議事項＞ 
 ・実施事業の企画、運営及び広報 
 ・事業計画 
 ・その他、準備、実施に関する事項 

国民文化祭 
企画会議 

全国障害者芸術・文化祭 
企画会議 

いしかわ百万石文化祭 
２０２３実行委員会 

（文化振興課国民文化祭準備室、障害保健福祉課） 

石川県 市町 

市町実行委員会 

文化庁 
国民文化祭実行委員会 

連携 



いしかわ百万石文化祭２０２３実行委員会会則（案） 

 

 第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 本会は、「いしかわ百万石文化祭２０２３実行委員会」（以下、「実行委員

会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 実行委員会は、いしかわ百万石文化祭２０２３（第３８回国民文化祭、第

２３回全国障害者芸術・文化祭）（以下、「大会」という。）の開催準備、運営、

実施等に必要な事業を行うことを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。 

（１） 大会の開催に必要な企画及び運営に関すること。 

（２） 関係機関及び団体との連絡調整等に関すること。 

（３） その他目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

 第２章 組織 

 

（組織） 

第４条 実行委員会は、会長、文化芸術顧問、副会長及び委員をもって構成する。 

２ 会長は、石川県知事をもって充てる。 

３ 文化芸術顧問は、一般財団法人石川県芸術文化協会会長をもって充てる。 

４ 副会長は、石川県副知事、石川県議会議長、石川県市長会会長、石川県町長会

会長、社会福祉法人石川県社会福祉協議会理事長をもって充てる。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

 （１）関係機関及び団体の役職員 

 （２）学識経験を有する者 

 （３）前２号に掲げる者のほか、会長が特に必要と認める者 

６ 会長は実行委員会を代表し、会務を総理する。 

７ 文化芸術顧問は、大会の文化芸術関係の企画等に関し、助言を行う。 

８ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は不在のときは、あらかじめ

会長が定める順序により、その職務を代理する。 

 



（監事） 

第５条 実行委員会に、監事を置く。 

２ 監事は、会長が委嘱する。 

３ 監事は、実行委員会の会計その他の事務を監査する。 

 

（任期） 

第６条 会長、文化芸術顧問、副会長、委員及び監事の任期は、第１６条の規定に

基づき、実行委員会が解散する日までとする。ただし、就任時の機関又は団体の

役職を離れたときは、その時点で職を失い、その後任者が前任者の残任期間を務

めるものとする。 

２ 前項の規定（ただし書を除く。）にかかわらず、特別の事情があるときは、こ

の限りでない。 

 

 第３章 会議 

 

（会議の種類） 

第７条 実行委員会に、次の会議を置く。 

 （１）総会 

 （２）国民文化祭企画会議 

 （３）全国障害者芸術・文化祭企画会議 

 

（総会） 

第８条 総会は、会長、文化芸術顧問、副会長及び委員をもって構成する。 

２ 総会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

３ 総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

 （１）会則の制定及び改廃に関する事項 

 （２）大会の基本構想及び実施計画に関する事項 

 （３）大会の準備、運営及び実施に関する事項 

 （４）実行委員会の予算及び決算に関する事項 

 （５）前各号に掲げるもののほか、大会の開催に係る重要な事項 

４ 総会は、委員（文化芸術顧問、副会長を含む。以下、この条において同じ。）

の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、やむを得ない理由のた

め総会に出席できない委員は、代理人にその権限を委任し、又は書面で議決に加

わることができる。 

５ 総会の議事は、出席した委員（代理人にその権限を委任し、又は書面で議決に

加わった者を含む）の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決



するところによる。 

６ 会長が必要と認める場合、あらかじめ通知された事項について、書面をもって

表決し、総会の議決に代えることができる。 

７ 会長は、必要があるときは、委員以外の者に総会への出席を求めることができ

る。 

 

（国民文化祭企画会議） 

第９条 国民文化祭企画会議は、次に掲げる事項について審議する。 

 （１）国民文化祭の事業の企画、運営及び広報に関する事項 

 （２）国民文化祭の実施計画に関する事項 

 （３）その他、国民文化祭の準備、実施に関する事項 

２ 国民文化祭企画会議は、審議内容に応じて部会を置くことができる。 

３ 国民文化祭企画会議は、全国障害者芸術・文化祭企画会議と連携し、第１項の

規定により審議した内容を必要に応じて実行委員会に報告する。 

４ 国民文化祭企画会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（全国障害者芸術・文化祭企画会議） 

第１０条 全国障害者芸術・文化祭企画会議は、次に掲げる事項について審議す

る。 

 （１）全国障害者芸術・文化祭の事業の企画、運営及び広報に関する事項 

 （２）全国障害者芸術・文化祭の実施計画に関する事項 

 （３）その他、全国障害者芸術・文化祭の準備、実施に関する事項 

２ 全国障害者芸術・文化祭企画会議は、審議内容に応じて部会を置くことができ

る。 

３ 全国障害者芸術・文化祭企画会議は、国民文化祭企画会議と連携し、第１項の

規定により審議した内容を必要に応じて実行委員会に報告する。 

４ 全国障害者芸術・文化祭企画会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 第４章 会長の専決処分 

 

（会長の専決処分） 

第１１条 会長は、総会を招集するいとまがないとき、又は総会の権限に属する事

項で簡易なものについては、その議決すべき事項について専決処分することがで

きる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の総会等において

報告しなければならない。ただし、簡易なものについては、この限りでない。 



 

 第５章 事務局 

 

（事務局） 

第１２条 実行委員会の事務を処理するため、石川県県民文化スポーツ部文化振興

課国民文化祭準備室及び健康福祉部障害保健福祉課内に置く。 

２ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 第６章 会計 

 

（会計） 

第１３条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

２ 実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（会計年度） 

第１４条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終

わる。 

 

（監査） 

第１５条 監事は、実行委員会の決算について監査し、総会に報告しなければなら

ない。 

 

 第７章 解散 

 

（解散） 

第１６条 実行委員会は、その目的が達成されたときに解散する。 

 

（残余財産の帰属） 

第１７条 実行委員会が解散した場合において、その残余財産は、石川県に帰属す

るものとする。 

 

 第８章 補則 

 

（補則） 

第１８条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 



 

  附 則 

 

（施行期日） 

１ この会則は、令和３年 月  日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ 実行委員会の設立当初の会計年度は、第１３条の規定にかかわらず、この会則

の施行の日から令和４年３月３１日までとする。 


